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令和５年度 雲仙市入札監視委員会 第１回定例会 議事概要 

開催日時 令和５年５月１９日（金）午前９時３０分～午前１１時００分 

開催場所 市役所本庁舎３階 第 1～第３会議室 

委員 中村 聖三 委員長（長崎大学大学院 工学研究科 教授） 

川島 陽介 委員 （弁護士） 

山口 純哉 委員 （長崎大学 経済学部 准教授） 

重野 淳  委員 （公募委員） 

山下 金光 委員 （公募委員） 

次第 ▶指名停止措置案件の報告 

▶抽出案件の審議 

① 千々石愛野送水管布設工事（1工区） 

② 山田川船津橋架替に伴う配水管布設替工事 

③ 市道木場山領線改良工事 

④ 市道吾妻蔭平線側溝整備工事 

⑤ 重尾ため池浚渫工事 

⑥ 千千石漁港海岸高潮対策事業地質調査業務 

⑦ 土黒川工業用水道水源調査業務 

千々石川工業用水道水源調査業務（関連） 

 

市出席者 財務部長 三宅隆浩 

【事務局】 

契約検査課長 峰添恒彦 

契約検査課課長補佐 山口定征 

契約検査課参事補 相川 貴志 

【工事担当課】 

水道課…大場課長、立山課長補佐 

道路河川課…北川課長、横田課長補佐、宮崎参事補、馬場主事 

農漁村整備課…細田参事補、吉尾参事補 

企業誘致推進室…黒田課長補佐、大石参事補 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

指名停止措置案件の報告 

質 問 ・ 意 見 回  答 

物品購入で予定価格より明らかに金額の相

違がある、間違いと思われる場合、何らかの防

止策をとっているのか。 

契約締結後に辞退となると、一定の処分は理

解できるが、時間的なロスが多いと思う。 

 

 

 

 

工事でいう最低制限価格や内訳書の提出な

ど、何らかの対策を講じているのか。 

 

 

 

 

 

 

次点の業者が落札という事にはならないの

か。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応札時に、明らかな金額の相違が見受けられ

たため、会場入札で決定前に、当該業者に口頭

で相違がないか確認を実施。間違いないとの回

答を受け、落札決定をおこなった。 

 

 

目安として、予定価格の 3 分の 2 を下回る

ものについては聞き取りをする、その場で確認

をするという運用を行っている。 

制度として物品調達におきましては、最低制

限価格というものは定めていない。 

 

 

 

次点の業者が契約するためには、一旦相違し

ている額で決定をしており、決定額を下回る価

格でないと出来ない。 

審議１ 千々石愛野送水管布設工事（1工区） 

質 問 ・ 意 見 回  答 

入札額が、各社接近している。 

（落札者以外が全て失格） 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回から委員会の後、ランダム係数に関し

て、変更はあっているのか。 

 

 

応札した業者の内訳書を確認し、見積りにつ

いては、全て適正に行われているというのを確

認している。 

入札参加者のうち、落札業者以外は僅かな差

で失格という状況は、ランダム係数は中間より

であったが、各者最低値を狙ったことにより、

落札者以外、全者失格となった。 
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昨年度からのご意見を受け、研究は行ってい

るが、慎重に考えながら進めていきたいと考え

ている。 

他市の先進事例などを再度調査するなど行

い、委員会の任期中には何らかの試行ができる

よう取組を進めていきたい。 

 

 

審議２ 山田川船津橋架替に伴う配水管布設替工事 

質 問 ・ 意 見 回  答 

辞退、不参加が非常に多く、応札している 2

者は、落札したいという意思が見受けられず、

1 者だけが落札意欲があるような入札額に見

受けられた。 

指名業者として適切だったのか。市が逆に指

名業者側の事情として考慮する必要があった

のではないか。この時期にこの工事を発注する

のが適切だったのか。入札制度の意味のあるよ

うな発注の仕方をする必要があると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういうことが考えられるのであれば、何が

それを防止するための今後の対策は考えてい

るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事は、橋の架け替え工事に伴う橋梁添架

の配水管布設工事であり、特記仕様書のほうに

記載があるが、他工事の調整として、橋の架け

替え工事の本体工事、ＮＴＴ地下ケーブル切替

え工事と密な調整が必要である工事であった。    

本工事の落札者に合わせた工程での施工が出

来ず、入札時期が 11 月であり、指名業者の手

持ち工事が多く作業員の確保が困難であった

ことから応札者が少なく、落札の意思が見うけ

られない原因になったのではないかと考えて

いる。 

 

 

 

工事の発注時期については、橋の架け替え工

事が県施工の工事のため、県の工事に合わせる

状況である。担当課だけで発注を行うことが出

来ず、県の工事に合わせて発注となり、11 月

というかなり遅い発注時期になった。 
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辞退された理由は検証されているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある程度確認が出来ていれば良いと思うが、

見方によって不自然な結果とも見られるので、

特にこういう場合に関しては、辞退の理由がき

ちんと納得できるようなものなのか確認した

ほうがいいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落札者が出なかった場合はどうなるのか。 

 

 

 

 

工事自体は橋梁の工事の工期の内に行わな

いといけないという制約があるのか。 

また、全部県にて施工は出来ないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初 6月位の発注予定であったが、橋梁の設

計変更が数度あり、その分で発注が遅れてしま

ったと考えている。 

担当課としても近年 10 月以降の入札につい

ては応札者が少ないというのは、認識してお

り、原則 9月中までの発注の取組をしている。 

今回の工事につきましては、県の発注遅れに

伴う工事のため仕方なかった。 

 

 

 

 

 

指名された業者が水道工事を主にしている

業者であるが、発注件数が多く、業者が確保し

にくい時期であったことは認識している。 

そのため、作業員がいない、手持ち工事が多

いという理由になったと考えている。また昨

年、水道事業の業者においても、新型コロナウ

イルスの感染者が出て、作業員確保が出来ない

というところがあったというのは報告を受け

ている。 

 

 

工期的に間に合うようであれば再度また入

札、間に合わないということであれば随意契約

による契約も選択肢と考える。 

 

 

 

 

 

橋梁の架け替え工事に伴う仮設の足場を利

用しての施工になるため、橋梁の本体工事に左

右される。 

また水道工事については、水道管の適切な資

産管理を行うため、また適切な施工をさせるた

めに、本市水道課で、必ず発注をして施工する

という方法をとっている。 
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要はこの発注業務を県工事にて全部やって

もらい、その工事の管理を市で行うことはでき

ないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

他工事との関連がある場合は、そういう選択

肢もあり得ると思うので、可能であれば、将来

的に検討いただいたらと思う。 

 

 

 

 

 

水道課が企業会計であり、適切な資産管理を

行いたいのがまず一つの理由である。 

実際、県にて入札発注など行なわせることも

可能と考えるが、そうなった場合に、下請業者

等、適切な管理ができるか不安な要素であるた

め、県とも協議し時期を合わせて調整を行い、

本市水道課で発注している状況である。 

 

審議３ 市道木場山領線改良工事 

質 問 ・ 意 見 回  答 

入札額が各者接近しており、落札者以外すべ

て失格。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議①でもあったが、ランダム係数について

も、雲仙市にあった方法で、ご検討を頂ければ

と思う。 

 

 

 

設計書の内訳を確認したが、業者見積りにつ

いては全て適正に行われており、設計額とほぼ

同額であった。 

入札参加者のうち落札者以外全者失格という

指摘については、ランダム係数はそれほど高く

ないが、各社最低値を狙った結果と思われる。

ランダム係数の値が最低値であれば 5 者失格

のうち 4 者が範囲内であったという結果とな

る。 

 

 

 

 

 

 

審議４ 市道吾妻蔭平線側溝整備工事 

質 問 ・ 意 見 回  答 

失格と辞退が多く、応札した 2 社について

も、ほぼ 100％で応札ということで疑問を感じ

た。 
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 今回ランダム係数は真ん中より少し下の数

値であり、4者最低値を狙ってきた結果、失格

が発生した。ランダム係数が最低値であれば 3

社失格業者のうち全 3 者が範囲内であったと

いう結果である。 

2社が100%近くで応札している，また辞退をし

た業者もいるのは、比較的小規模の工事で、

発注時期も12月末等の要因によると推測して

いる。 

 

 

 

審議５ 重尾ため池浚渫工事 

質 問 ・ 意 見 回  答 

1社のみの入札であるため、入札制度そのも

のの意味がないのではないのか。 

工事の発注時期とか内容とかも含めて、適切

だったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対応が難しい工事については、何か工夫等

を、考えていく必要があるのでは。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため池の浚渫工事というのは大部分が手間

のみの工事であり、天候にも左右される。そし

てまた水分を含む土砂の扱いが必要であり、手

戻りが生じる等の理由で、敬遠をしたのではな

いかということが推測できる。 

発注時期については、渇水期での施工となり

10月以降の発注となる。 

入札については、電子入札で行っているの

で、入札会場に集まって札を入れる入札と違

い、業者同士が顔を合わせない。そのため一定

の競争性の確保をされていると判断している。 

 

 

 

ため池の浚渫工事は、防災の観点からもやは

り定期に必要になると考えているので、御意見

を踏まえ研究していきたい。 

 

 



- 7 - 

 

質疑６ 千千石漁港海岸高潮対策事業地質調査業務 

質 問 ・ 意 見 回  答 

入札額が各社接近している。 

9者が参加し入札額が 2者と 7者のグループ

で 25％以上異なる。技術や機材などの合理的

な理由があるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

結構特殊な仕事であった場合、類似した仕事

が他で行われてないかとか、それはどういう業

者が施工可能なのか等、事前に調べることはあ

るのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機材については、台船を自社で保有している

業者は無くレンタルだと考える。 

 海上ボーリングになるので台船の準備、高潮

時に漁港内に避難をする等の手間がかかる。 

そこで応札額の差が出ていると、推測をして

いる。 

 

 

 

  

特殊な技術を要する調査等は、過去の同種業

務の実績を考慮する場合もある。今回の地質調

査に関しては行っていなかった。 

今後は、過去に発注の事例がない業務である

とか、特殊な業務である場合は、過去の同種業

務の実績を考慮した上で、選定に努めていきた

いと考えている。 

 

質疑７ 土黒川工業用水道水源調査業務 

    千々石川工業用水道水源調査業務（関連） 

質 問 ・ 意 見 回  答 

 入札額にばらつきがある。 

 また、2つの案件が指名業者・入札状況が同

じである。理由がある程度推測できるのであれ

ば、教えていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指名業者が同じであることについては、過去

に発注の例がない業種であり、担当課に確認を

したところ、参考見積りの段階で協力できる業

者が少なく、また断る業者があったということ

を聞いている。 

仮に指名業者を減らした場合辞退が増える

恐れがあるため、この業務については、2件と

も、場所は違うが業務内容が同じということで
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2 つの案件を一つの業務として一緒に発注

できなかったのか。 

 

 

 

基本的には理解できるが、二つを一つにまと

めて発注すると、入札の業務も 1回で済むし業

者としてもメリットがあるのではないかと思

うため、そういった方法も検討いただければと

思う。 

 

 

 

工業用水道部門にコンサルを有し、測量登録を

有する者 15 社の選定に至ったということであ

る。 

また、一般の調査業務とは違い、今回の河川

調査は、流量を測定する特殊な業務であるた

め、参加者のうち、実際には落札を希望しない

業者が多数となってしまい、入札がばらつく結

果になったものと推測している。 

 

 

業務場所が離れていることと、一般会計の予

算と、特別会計の予算が別々だったため、同一

業務として発注を行わなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

その他 （ランダム係数について） 

ランダム係数について、色々調査しているの

は解るが、何かしらの方法を検討していただき

たい。 

 

 

 

 

 

何らかの改善が図れないかということで検

討を重ねているところであるが、慎重になり過

ぎているところがあるという反省もある。 

前に進むような形で、今後検討していく。 

 

 

 

 

 

審議案件に関する委員会の所見 

 いくつか議論があったが、審議の結果、入札及び契約の過程並びに契約の内容等の透明性や

競争性の確保について大きな問題は認められない。 

 

 

 


